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令和５年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」取組結果 

都道府県名 埼玉県 青少年行政主管課（室）名 青少年課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

こどものイン

ターネット利

用におけるこ

どもの犯罪被

害等の防止 

○大会実施 

 （狭山市） 

開催日:７月１日 場所:狭山市市民会館 

大会名称:第４１回狭山市青少年健全育成大会－少年の主張－ 

出席者:市長、市議会議長、教育長、ほか来場者３３０人 

内 容: 少年の主張（少年によるパネルディスカッション「狭山市の未来

図について」） 

（行田市） 

開催日:７月１日 場所:行田市教育文化センター 

大会名称:第７３回社会を明るくする運動「行田地区大会」 

出席者:市長、市議会議長、県議会議員、警察署長、ほか協力者３００人 

内 容:公演（薬物乱用防止等について）、ネットトラブル啓発活動 

○広報啓発 

 ・ 啓発リーフレットの作成（埼玉県） 

   インターネットトラブル、薬物事犯・特殊詐欺等の非行防止、飲酒・ 

  喫煙・深夜はいかい等の危険性を周知させる内容及び各種相談窓口を掲 

  載した青少年の非行・被害防止を啓発するリーフレットを 44 万部作成 

  し、県内の中学生、高校生及び協力団体等に配布 

 ・ 街頭キャンペーンの実施（埼玉県、蕨市、ふじみ野市、三郷市、上尾 

  市、桶川市、北本市、川越市、坂戸市、所沢市、飯能市、日高市、久喜 

  市、幸手市、宮代町、寄居町、本庄市、皆野町） 

   駅前等において、チラシ・リーフレットと共に啓発品を配布 

 ・ ラジオ広報（埼玉県） 

   地方ラジオ局「あさ★たま（朝情報★埼玉）」において、「青少年の 

  非行・被害防止及びスマートフォン使用のルールづくり等」について広 

  報啓発 

 ・ 広報誌による広報活動（埼玉県、春日部市、北本市、日高市、熊谷 

  市、本庄市、美里町、上里町） 

   インターネット利用に係る子どもの犯罪被害防止、青少年の非行・被 

  害防止等について掲載 

 ・ 駅前電光広報塔による広報活動（春日部市） 

   インターネット利用に係る子どもの犯罪被害等防止するため、家庭で 

  フィルタリングの活用やルールづくりを推奨 

 ・ デジタルサイネージへの掲載（上尾市、東松山市） 

   インターネット利用に係る子どもの犯罪被害等について掲載 

 ・ 電子メール、ＳＮＳ等による広報活動（越谷市） 

   市公式アカウントにより、青少年の非行・被害防止強調月間の啓発記 

  事を掲載 

 ・ 自治体ホームページへの掲載（埼玉県、朝霞市） 

   インターネットトラブルに係る啓発記事、相談窓口等を掲載 

 ・ 国のホームページ（総務省、経済産業省、文部科学省、こども家庭 

  庁、警察庁）へのリンク設定（埼玉県、神川町） 

 ・ 各種行事等を活用した啓発チラシ等の配布（さいたま市、八潮市、東 

  松山市、入間市、杉戸町、熊谷市） 

   夏祭り、親子映画観賞会等の行事への来訪者等に対し、啓発チラシを 

  配布。 

 ・ ポスター、懸垂幕等の掲出（埼玉県、桶川市、伊奈町） 

   庁舎、公共機関等に青少年の被害防止等に内容のポスター、懸垂幕・ 
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  横断幕を掲出 

 ・ 啓発チラシ・リーフレット等の配布、設置（埼玉県、戸田市、越谷 

  市、三郷市、松伏町、北本市、伊奈町、滑川町、嵐山町、吉見町、白岡 

  市、寄居町、美里町、長瀞町、小鹿野町） 

   青少年の非行・被害防止を啓発するチラシ等を学校、協力団体等へ配 

  布及び受付窓口、公共施設等に設置 

 ・ 広報車による広報（上尾市） 

   広報車を利用し、市内巡回による広報啓発を実施  

○会議・研修会等 

・ 研修会等におけるインターネット利用に係る啓発実施（埼玉県、坂戸 

 市、鳩山町、羽生市、久喜市、上里町） 

  教職員、青少年健全育成関係者等を対象としたインターネット利用に 

 係る子どもの犯罪被害防止等に関する講演、研修会等を実施 

・ 児童館での青少年相談を情報共有（戸田市）   

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・ 学校における防犯教室の実施（吉川市、吉見町） 

   中学校等において、市の ICT 担当職員や eネットキャラバンによるイ 

  ンターネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止についての研修等を 

  実施 

 ・ 教養資料の配布（三郷市） 

   児童・生徒、保護者に対し、スマートフォンの適正利用を促す教養資 

  料を配布 

 ・ インターネットトラブル予防動画集の周知（三郷市） 

   ネットトラブルに関する予防動画の視聴周知   

○立入り・実態調査 

・ ネット機器利用実態調査（三郷市） 

  市内の小・中学生等に対し、インターネット利用に係る実態について 

 調査 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

〇大会実施（行田市【再掲】） 

 大会名称:第７３回社会を明るくする運動「行田地区大会」 

 内 容:公演（薬物乱用防止等について）、ネットトラブル・薬物乱用防 

    止の啓発活動実施 

○広報啓発 

 ・ 各種広報啓発活動の実施（埼玉県【再掲】、三郷市、吉川市、北本市 

  【再掲】、坂戸市、東松山市【再掲】、宮代町【再掲】、横瀬町、皆野 

  町【再掲】） 

   街頭キャンペーン、広報紙、チラシ・リーフレット、横断幕・懸垂 

  幕、ホームページ等の活用による広報啓発活動を実施 

 ・ 遊戯施設に対する注意喚起（上尾市） 

   ゲームセンター等の遊戯施設の施設管理者に対し、青少年の非行・被 

  害防止について注意喚起を実施 

○立入り・実態調査 

 ・ 条例に基づく立入調査（埼玉県） 

   書店、コンビニエンスストアに対し、有害図書区分陳列、深夜におけ 

  る青少年の帰宅勧奨努力義務に関する調査を実施 

 ・ 「青少年を守る店」に対する書面調査（和光市） 

   和光市内青少年を守る店加盟店（１５３店舗）に対し、青少年に有害 

  な商品を販売しないこと、青少年の見守り依頼、及び子どもが怖い目に 

  あったときや困ったことがあった時の協力依頼 

○その他 

 ・ 有害図書の回収（蕨市） 

   駅構内に有害図書の投函を可能とする「白い箱」を設置し、有害図書 
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  を回収（雑誌８４点、ＤＶＤ・ビデオ１２点） 

 ・ 防犯パトロールの実施（さいたま市、新座市、三郷市、桶川市、久喜 

  市、幸手市、熊谷市、長瀞町） 

   自治体職員、ボランティア団体等によるパトロール及び街頭補導活動 

  を実施 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

〇大会実施 

（行田市【再掲】） 

 大会名称:第７３回社会を明るくする運動「行田地区大会」 

 内 容:講演（薬物乱用防止等について） 

（日高市） 

 開催日:７月 14 日 場所:県立日高高等学校 

 大会名称:青少年健全育成講演会 

 出席者:校長、教員、青少年育成日高市市民会議会員、高校生約４００人 

 内 容:講演（薬物依存の現状等について） 

（久喜市） 

 開催日:７月２４日 場所:久喜市 

 大会名称:社会を明るくする運動推進講演会 

 出席者:市長、保護司、民生委員・児童委員、更生保護女性会会員、青少 

    年健全育成関係者１２１人 

 内容:講演（生きづらさの理解と支援～薬物犯罪、性犯罪、少年非行をめ 

   ぐって～） 

○広報啓発 

 ・ 各種広報啓発活動の実施（埼玉県【再掲】、さいたま市【再掲】、蕨 

  市【再掲】、志木市、ふじみ野市【再掲】、越谷市、三郷市【再掲】、 

  上尾市【再掲】、桶川市【再掲】、北本市【再掲】、川越市【再掲】、 

  坂戸市、東松山市【再掲】、嵐山町【再掲】、鳩山町、日高市【再 

  掲】、加須市、幸手市、宮代町【再掲】、熊谷市【再掲】、上里町【再 

  掲】、横瀬町、皆野町【再掲】、長瀞町【再掲】） 

   街頭キャンペーン、広報紙、チラシ・リーフレット、デジタルサイネ 

  ージ、ポスター、広報車等の活用による広報啓発活動を実施 

〇会議・研修会等 

 ・ 青少年問題協議会の開催（桶川市） 

   非行情勢資料を活用し、青少年の薬物乱用の現状について把握 

 ・ 青少年育成推進員協議会会議の開催（秩父市） 

   薬物乱用防止教室参加協力を依頼 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・ 薬物乱用防止教室の開催（吉川市、吉見町、鳩山町） 

   児童・生徒及び保護者等に対する薬物乱用防止教室を開催 

○その他 

 ・ 防犯パトロールの実施（三郷市【再掲】） 

   自治体職員、青少年育成推進委員、少年非行防止ボランティアによる 

  夜間街頭パトロールを実施 

 ・ 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動の実施（鳩山町） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

〇大会実施 

（久喜市【再掲】） 

 大会名称:社会を明るくする運動推進講演会 

 内容:講演（生きづらさの理解と支援～薬物犯罪、性犯罪、少年非行をめ 

   ぐって～） 

（熊谷市） 

 開催日:７月８日 場所：熊谷市 

 大会名称:熊谷市青少年非行防止大会 
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 出席者:市長、警察署長、教育長、ＰＴＡ連合会長、青少年健全育成関係 

    者等１８３人 

○広報啓発 

 ・ 各種広報啓発活動の実施（埼玉県【再掲】、さいたま市【再掲】、川 

  口市、戸田市、志木市【再掲】、新座市、ふじみ野市【再掲】、草加 

  市、三郷市【再掲】、吉川市、鴻巣市、上尾市【再掲】、北本市【再 

  掲】、坂戸市【再掲】、毛呂山町、東松山市【再掲】、日高市【再 

  掲】、加須市【再掲】、久喜市、幸手市、宮代町【再掲】、熊谷市【再 

  掲】、深谷市、本庄市【再掲】、神川町、秩父市、横瀬町【再掲】、皆 

  野町【再掲】） 

   街頭キャンペーン、広報紙、チラシ・リーフレット、デジタルサイネ 

  ージ、広報車、横断幕・懸垂幕等の活用による広報啓発活動を実施 

 ・ テレビ広報（久喜市） 

   ケーブルテレビのニュース番組において、社会を明るくする運動事業 

  のＰＲ動画を放映 

〇会議・研修会等 

 ・ 青少年育成推進委員協議会研修会の開催（三郷市） 

   地元警察署員を招致し、管内の非行情勢等についての研修を実施 

 ・ 児童生徒健全育成連絡協議会の開催（北本市） 

 ・ 青少年健全育成推進協議会環境浄化部研修会の開催（伊奈町） 

   地元警察署員を招致し、管内の非行情勢等についての研修を実施 

 ・ 青少年問題協議会並びに校外補導委員会合同会議の開催（鳩山町） 

   夏季休業中における非行防止について協議 

 ・ 青少年を育てる狭山市民会議理事会の開催（狭山市） 

   地元警察署員を招致し、管内の非行情勢等についての研修を実施 

 ・ 熊谷地区学校警察等連絡協議会総会及び研修会の開催（熊谷市） 

   地元警察署長等を招致し、講演、情報交換を実施 

 ・ 八校生徒指導連絡会の開催（熊谷市） 

   管内の学校長、生徒指導担当教諭等が集い、夏期休暇中を踏まえた、 

  情報交換を実施 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・ 非行防止教室の開催（鳩山町） 

   小学校における非行防止教室を開催 

○補導活動 

 ・ 防犯パトロール、補導活動の実施（さいたま市【再掲】、蕨市、戸田 

  市、三芳町、三郷市【再掲】、鴻巣市、上尾市、桶川市【再掲】、北本 

  市、嵐山町、小川町、鳩山町、所沢市、加須市、久喜市【再掲】、白岡 

  市、杉戸町、熊谷市【再掲】、深谷市、長瀞町【再掲】） 

   自治体職員、青少年育成推進委員、ボランティア団体等によるパトロ 

  ール及び街頭補導活動を実施 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

〇大会実施（久喜市【再掲】） 

 大会名称:社会を明るくする運動推進講演会 

 内容:講演（生きづらさの理解と支援～薬物犯罪、性犯罪、少年非行をめ 

   ぐって～） 

○広報啓発 

 ・ 各種広報啓発活動の実施（埼玉県【再掲】、三郷市【再掲】、北本市 

  【再掲】、越生町、東秩父村、日高市【再掲】、加須市【再掲】、久喜 

  市、宮代町、本庄市【再掲】、神川町、上里町【再掲】、秩父市【再 

  掲】、皆野町【再掲】） 

   街頭キャンペーン、広報紙、チラシ・リーフレット、広報車、横断 

  幕・懸垂幕等の活用による広報啓発活動を実施 

 ・ テレビ広報（久喜市【再掲】） 
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   ケーブルテレビのニュース番組において、社会を明るくする運動事業 

  のＰＲ動画を放映 

 ・ 知事メッセージ動画の作成（埼玉県） 

   さいたま保護観察所と合同で社会を明るくする運動に係る知事メッセ 

  ージ動画を作成し、県ホームページ、YouTube、駅前大型モニターにて 

  公開 

 ・ 大型イベント施設におけるライトアップ（埼玉県） 

   大型イベント施設「さいたまスーパーアリーナ」を、社会を明るくす 

  る運動のイメージカラーであるイエローにライトアップ 

〇会議・研修会等 

 ・ 青少年問題協議会の開催（桶川市【再掲】） 

   非行情勢資料を活用し、青少年の暴力行為等の現状について把握 

 ・ 児童生徒健全育成連絡協議会の開催（北本市【再掲】） 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・ 非行防止教室の開催（鳩山町【再掲】） 

   小学校における非行防止教室を開催 

○その他 

 ・ 防犯パトロール、補導活動の実施（吉川市、上尾市【再掲】、北本市 

  【再掲】、鳩山町【再掲】、加須市【再掲】、白岡市【再掲】、熊谷市 

  【再掲】、長瀞町【再掲】） 

   自治体職員、青少年育成推進委員、ボランティア団体等によるパトロ 

  ール及び街頭補導活動を実施 

 ・ 就労体験の実施（埼玉県） 

   児童自立支援施設に入所する青少年に対する就労体験の場（配管工、 

  スーパー、飲食店等）を提供 

重点課題５ 

重大ないじめ ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○広報啓発 

 ・ 各種広報啓発活動の実施（埼玉県【再掲】、さいたま市【再掲】、川 

  口市、蕨市【再掲】、越谷市、三郷市【再掲】、北本市【再掲】、坂戸 

  市、東松山市【再掲】、加須市【再掲】、本庄市【再掲】、秩父市【再 

  掲】、横瀬町【再掲】） 

   街頭キャンペーン、広報紙、チラシ・リーフレット、ホームページ等 

  の活用による広報啓発活動を実施 

〇会議・研修会等 

 ・ いじめ問題対策連絡協議会の開催（上尾市） 

   関係機関・団体との意見交換を実施 

 ・ いじめ防止連絡協議会の開催（桶川市） 

   関係機関との協議を実施 

 ・ 児童生徒健全育成連絡協議会の開催（北本市【再掲】） 

 ・ いじめ問題対策連絡協議会の開催（吉見町） 

 ・ 青少年問題協議会並びに校外補導委員会合同会議（鳩山町【再掲】） 

   夏季休業中におけるいじめ問題について協議 

〇その他 

 ・ 相談・支援等（川口市、長瀞町） 

   いじめから子どもを守る委員会、スクールソーシャルワーカーによる 

  相談・支援を実施 

 ・ 防犯パトロール等の実施（北本市【再掲】） 

   夏季ににおける特別巡回指導を実施 

    

 

※1 青少年センターの具体的な名称は、青少年センターのほか、少年補導センター、青少年育成センター、

青少年指導センター、青少年補導センター、青少年相談センター、少年センターなど、地域の実情や主たる

活動内容に応じ様々。（こちらは項目に沿った記載をお願いします。） 
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※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 

※特に、最重点課題については記載漏れがないように願います。 

※各項目は必須ではありません。各自治体の実情に応じて推進した取組結果を記載してください。 

 


